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小金井市長期財政見通し（平成２８年度～平成３７年度）と財政運営の考え方 

 

１ 小金井市長期財政見通し（平成２８年度～平成３７年度）の位置付け 

小金井市では市の最上位計画であります「第４次小金井市基本構想（平成２３年度～

平成３２年度）」の実現に向けて、「前期基本計画（平成２３年度～平成２７年度）・後期

基本計画（平成２８年度～平成３２年度）」及びその財政的裏付けとなる「小金井市中期

財政計画（平成２８年度～平成３２年度）」（以下「中期財政計画」という。）を策定して

きました。 

また、後期基本計画を具体的に施策として展開していくために、「実施計画（平成２８

年度～平成３０年度）」（以下「実施計画」という。）を策定して計画的な予算編成を行っ

ています。 

この「小金井市長期財政見通し（平成２８年度～平成３７年度）」（以下「長期財政見

通し」という。）は、今後策定予定の「（仮称）第５次小金井市基本構想（平成３３年度

～平成４２年度）」（以下「第５次基本構想」という。）の計画期間に及ぶものであり、裏

付けとなる事業計画等が明確に定まっているものではありませんが、先行き不透明な社

会経済情勢において、将来、多額の事業費が必要であると見込まれる課題に向き合い、

財政運営の健全性又は対応策を確認及び検討するために作成しました。 

 

 

２ 長期財政見通しの大前提 

長期財政見通しの試算は、現時点で制度の変更が予定されているもの以外は、原則と

して現行の制度が変わらないものとしてこれまでの決算数値等を参考にするなど、一定

の仮定に基づいて推計したものであり、将来の予算編成を拘束するものではありません。 

 

３ これまでの市の状況等 

  今回作成した長期財政見通しは、平成２８年度から平成３７年度までの将来的な財政

運営の目安とするものです。今後の傾向の予測に当たり、過去１０年間（平成１８年度

（年度）
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第４次基本構想　（計画期間１０年間） （仮称）第５次基本構想（計画期間１０年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画(３年間）

今回作成する財政見通しの期間（１０年間）

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間）
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から平成２７年度まで）の決算状況（普通会計）を分析しました。同期間の主な財政状

況は、次のとおりです。 

⑴ 収支の状況 

  本市における過去１０年間の収支の状況を見ると、当該年度の決算から翌年度に繰

り越すべき一般財源を控除した実質収支では毎年度１０億円を超える状況にありまし

た。しかし、財政調整基金残高は平成２２年度に２５億円を超えるまで増え続けたも

のの、その後急激に減少することとなり、平成２４年度の約１１億円からようやく回

復してきている状況です。 

  このことは、実質単年度収支の状況からも分かるとおり、平成２１年度までは決算

での余剰金を積み立てていましたが、平成２３年度以降は大幅に取り崩す方が多くな

り、一気に財政状況が厳しくなったことが分かります。そして、平成２７年度に再び

収支が改善しています。 

 

⑵ 歳入の状況 

   歳入の根幹となる市税収入は、国の三位一体改革に伴う税源移譲のための住民税率
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１０％のフラット化による影響で、平成１９年度は対前年比約５億円の増で約２０１

億円となりましたが、平成２２年度には約１９５億円となり、平成２５年度には約２

００億円、そして税務担当部門の努力による徴収率の向上に伴い、平成２６年度以降

には約２０８億円となったところです。 

   また、国の地方財政対策において、平成２３年度から段階的に臨時財政対策債の発

行は財政の厳しい普通交付税交付団体のみの発行へと切り替わり、本市は平成２３年

度から平成２６年度までの間、交付団体となりました。 

   その後、地方消費税の税率改定もあり、平成２７年度からは再び不交付団体となり、

結果として赤字債である臨時財政対策債が平成１３年度の制度成立以降、初めて発行

額がゼロとなりました。 

   このことは、本市の公債管理において画期的なことと言えます。 

   

   
   

 ⑶ 歳出の状況 

   過去１０年間の決算の状況は、義務的経費では人件費が行財政改革に基づき右肩下
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がりで、平成７年度の約１０４億円をピークに平成２７年度では約５９億円となり、

差引き約４５億円の削減を行ってきました。特に職員給では、平成８年度から平成２

６年度までマイナスで、平成２７年度に微増となったところです。 

   一方、扶助費については、少子高齢社会において子ども手当、乳幼児等の医療費助

成、障がいサービス費や生活保護費などの社会的ニーズに応えていくために増となり

ました。 

   また、公債費については平成２１年度から増加し、平成２６年度の約２９億円をピ

ークに平成２７年度には約２７億円まで減少し、起債残高も平成２３年度の約３１５

億円をピークに右肩下がりとなり、平成２７年度決算額約２６１億円、平成２８年度

決算見込み約２４２億円、平成２９年度当初予算ベースで約２２２億円と赤字債の借

入れがなくなったことなどにより、急激に残高が減っています。 

   投資的経費については、平成１８年度に約５５億円、平成２０年度に約６０億円と

高水準であり、その内訳としてはＪＲ中央本線連続立体交差化事業、武蔵小金井駅南

口第１地区第一種市街地再開発事業、小・中学校校舎耐震補強工事、学童保育所建替

工事、庁舎建設予定地用地取得費年賦分などがありました。平成２３年度には約８５

億円でピークとなり、その後は徐々に減少しつつありますが、今後増加することが見

込まれています。 

 

  ア 人件費 

     

イ 扶助費 
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ウ 公債費 

  

エ 投資的経費 

  

 

オ 建設事業債と特例債（赤字債）の現在高推移 
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カ 特例債（赤字債）の現在高推移 

  

⑷ 過去１０年間における普通建設事業の実施状況 

   長期財政見通しでは、第４次基本構想の計画期間（平成２３年度から平成３２年度

まで）を超えて作成しているため、平成３３年度以降における事業費の積算について

は、過去１０年間に実施した普通建設事業の決算を基に算出しています。 

   平成１８年度から平成２７年度までの普通建設事業費は次のとおりです。 
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４ 長期財政見通しの前提条件 

⑴ 基本事項 

ア 期間は平成２８年度から平成３７年度までの１０年間とします。 

イ 会計は普通会計ベースを基本とします。 

ウ 中期財政計画及び実施計画を基本としつつ、平成２７年度は決算、平成２８年度

は決算見込み、平成２９年度は当初予算（案）、平成３０年度は実施計画の変更、平

成３１年度及び平成３２年度は中期財政計画の変更、平成３３年度以降は一定の条

件にて試算します。 

エ 新庁舎建設事業及び新福祉会館建設事業については、平成２８年１２月２０日に

開催された平成２８年第４回小金井市議会定例会本会議において市長報告を行って

以降、新たに庁舎建設基金として３億円を積むことから、それを反映した上で見込

んでいます。 
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オ 平成３３年度以降については、平成３２年度に第５次基本構想を策定する予定で

あり、現時点では事業計画がない中での試算ということになります。 

カ 消費税率については、歳入・歳出ともに平成３１年１０月以降は１０％になる予

定で見込んでいます。 
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キ 日野市及び国分寺市とともに進めている新可燃ごみ処理施設の建設事業について

は、浅川清流環境組合における新ごみ処理施設が平成３２年度に本格稼動する予定

であることから、この事業計画に基づき所要の経費を見込んでいます。 

ク 第二庁舎については、新庁舎竣工後に所有者へ返還することを予定しているため、

現契約上の賃借料（駐車場を含む。）の減額を見込んでいます。 

⑵ 歳入 

  ア 地方税 

    決算額及び現時点で把握している税制等を勘案の上、推計します。 

  イ 地方譲与税 

    地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税で構成され、平成３０年度以降は平成２９

年度と同額推移を見込みます。 

  ウ 利子割交付金から自動車取得税交付金まで及び交通安全対策特別交付金 

    利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金については、平成２９

年度と同額推移を見込みます。 

    地方消費税交付金は、消費税率の引上げ（平成３１年１０月以降１０％）に伴う

地方消費税率分の増分を見込みます。 

    自動車取得税交付金については、消費税率の引上げ（平成３１年１０月以降１０％）

に伴い、平成３２年度以降は廃止を見込みます。 

  エ 地方特例交付金 

住宅ローン控除が延長されたことに伴い、住宅ローン控除分の当該交付金は維持

されると想定し、平成２９年度と同額推移を見込みます。 

  オ 地方交付税 

    普通交付税は、市町村によって生じる税収入の格差を是正し、一定の行政水準を

保つために配分される国からの交付金です。本市は地方消費税交付金の増等により

不交付団体と予測されることから、普通交付税は見込んでいません。 

    特別交付税については、平成２９年度と同額推移を見込みます。 

カ 分担金負担金 

市町村が一部や特定の者に対して特に利益のある事務事業を行う場合に、必要な

経費に充てるため、利益を受ける者から徴収するものを分担金と言います。保育所

に係る運営費保護者負担金の改定及び定員増を見込みます。 

  キ 使用料手数料 

    市町村が所有し又は管理している施設を利用するとき、特定の者のために事務を

行うとき等に市町村に納付される金銭を使用料・手数料と言います。平成３０年度

以降は平成２９年度と同額推移を見込みます。 

  ク 国都支出金 

国や都からの補助金等ですが、毎年度歳入される分と各年度予定される普通建設

事業に係る分等（特殊要因）に分けて見込みます。 

  ケ 寄附財産収入 

寄附金又は財産の売払収入が該当します。平成３０年度以降は平成２９年度と同

額推移を見込みます。 
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  コ 繰入金 

主に基金から一般会計へ資金を受け入れる時の収入です。財源不足が見込まれる

時期については財政調整基金等からの繰入れを見込みます。 

  サ 繰越金 

平成３０年度及び平成３１年度については平成２９年度と同額推移を見込みます

が、平成３２年度以降についてはゼロとします。 

  シ 諸収入 

    平成３０年度以降は平成２９年度と同額推移を見込みます。 

  ス 地方債 

   臨時財政対策債については見込んでいません。 

⑶ 歳出 

  ア 人件費 

    今後、策定予定の「小金井市行財政改革プラン２０２０」の中で、職員の人員目

標（定数管理計画）等を定める必要があることから、長期財政見通しでは一定の退

職金を加味しつつ、平成３７年度までの人件費の上限額を６６億円として推計しま

す。 

  イ 扶助費 

国の政策や社会情勢による影響が大きい経費です。制度の見直しなど不確定要素

がありますが、平成２７年度から平成３７年度までに右肩上がりの伸び（約２０億

円）を見込み、平成３７年度は１１７億円とします。 

  ウ 公債費 

    平成２７年度債までは確定、平成２８年度債は見込み、平成２９年度債は当初予

算ベース、平成３０年度債以降は長期財政見通しのとおりとします。 

  エ 物件費 

平成３０年度以降、経常的な経費については、平成２９年度と同額程度で見込み

ます。 

  オ 維持補修費 

    維持補修費については、建築年数の経過により修繕等必要となる部分が推測され

ますが、財政状況を考慮し、平成３０年度以降は平成２９年度と同額とし、市内全

体の施設の状況を確認し、計画的・効率的な修繕に努めます。 

  カ 補助費等 

    補助費等については通常分のほか、多摩地域の各団体に依頼する広域支援に基づ

く可燃ごみ処理委託料、浅川清流環境組合負担金等を見込んでいます。 

  キ 積立金 

    基金積立金については財政調整基金のほか、庁舎建設基金、環境基金、教育施設

整備基金への積立てを見込みます。 

  ク 投資及び出資金貸付金 

    平成３０年度から平成３２年度までは中期財政計画及び実施計画と同額、平成３

３年度以降は決算額等を勘案し、見込みます。 

  ケ 繰出金 



13 

    平成３０年度から平成３２年度までは中期財政計画及び実施計画と同額とし、平

成３３年度以降は個別に伸びを見込みます。 

  コ 投資的経費 

    新庁舎建設事業及び新福祉会館建設事業については、これまでに明らかにされた

個別の財源計画（案）を参考として推計に含めます。そのほか、将来的課題解決に

向けての事業については、過去１０年間の決算時における投資的経費等を参考の上、

平成３４年度からは平均して年間約５０億円の経費を見込みます。 

 

   ○ 実施が予定されている主な事業 

      新可燃ごみ処理施設整備・運営事業（浅川清流環境組合） 

清掃関連施設再配置事業 

      新庁舎建設事業 

      新福祉会館建設事業 

      武蔵小金井駅南口市街地再開発事業 

      東小金井駅北口土地区画整理事業 

都市計画道路３・４・１２号線整備事業 

都市計画道路３・４・８号線整備事業 

都道１３４号線整備事業              等 

 

○ 実施時期について、検討・調整を要する事業（※印は、実施計画掲載事業） 

  武蔵小金井駅北口市街地再開発事業 

  橋梁の長寿命化事業（※） 

市立小中学校大規模改修又は建替事業 

  東小金井駅北口まちづくり事業用地活用事業（※） 

  図書館・公民館整備事業 

      東小金井市政センター整備事業（※）        等  

 

○ 実施時期が未定であり、事業方法等の検討が必要な事業（※印は、実施計画掲

載事業） 

  一小・南小地区児童館整備事業（※） 

本庁舎耐震改修事業（※） 

上記以外の公共施設の維持管理、長寿命化等事業   等 

 

５ 長期財政見通しの趣旨 

  「４ 長期財政見通しの前提条件」により策定した今後１０年の見通しは、次のとお

りです。 

  今回は、平成３７年度までの財政見通しを作成し、今後の財政運営の目安として活用

していくものとなりますが、この資料の中では、本年３月に策定を予定している「小金

井市行財政改革プラン２０２０」や「公共施設マネジメントの構築に向けて（平成２６

年３月策定）」の考え方を基本としました。また、今後は平成１９年度から開始された広
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域支援による可燃ごみ処理から浅川清流環境組合での処理に移行するほか、新庁舎建設

時には第二庁舎に係る賃借料の削減が見込まれるところであり、予め計画した事業を着

実に推進することで、財政状況の改善を見込むことが可能となります。 

このほかにも、平成３１年１０月の消費税率の改定など、本市の財政状況に大きな影

響を及ぼす社会的背景が変更となる場合には、適切な時期に財政計画の見直しを行い、

計画的な行政運営に努めてまいります。 
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⑴ 平成２８年度～平成３７年度 財政計画表（歳入・歳出） 
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⑵ 基金現在高見込み 

  

   

   

平成２７年度

現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高

1 財 政 調 整 基 金 1,888 1,170 950 2,108 630 1,478 608 870 657 213 1,584 1,797

2 職員退職手当基金 9 9 9 9 9 9

3 庁 舎 建 設 基 金 920 600 1,520 100 21 1,599 100 35 1,664 200 75 1,789 200 676 1,313

4 地 域 福 祉 基 金 492 30 2 520 11 509 25 484 53 431 106 325

5 環 境 基 金 2,057 410 423 2,044 201 504 1,741 200 600 1,341 200 600 941 200 160 981

6 都市再開発整備基金 3 3 3 3 3 3

7 みどりと公園基金 34 18 16 3 12 7 7 7 7

8 市営住宅整備基金 54 3 3 54 3 1 56 56 56 56

9 教育施設整備基金 108 80 188 0 188 90 7 271 90 50 311 90 401

10 土 地 開 発 基 金 0 0 0 0 0 0

5,565 2,293 1,396 6,462 307 1,179 5,590 390 1,275 4,705 490 1,435 3,760 2,074 942 4,892合 計

№ 基　　金　　名
平成２８年度末(見込) 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

（単位：百万円）

積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高 積立 取崩 現在高

1 財 政 調 整 基 金 1,230 3,027 210 21 3,216 235 207 3,244 213 523 2,934 218 618 2,534

2 職員退職手当基金 9 9 9 9 9

3 庁 舎 建 設 基 金 200 1,513 0 0 0 0 0

4 地 域 福 祉 基 金 106 219 219 219 219 219

5 環 境 基 金 200 1,181 200 1,381 200 300 1,281 200 300 1,181 200 300 1,081

6 都市再開発整備基金 3 3 3 3 3

7 みどりと公園基金 7 7 7 7 7

8 市営住宅整備基金 56 56 56 56 56

9 教育施設整備基金 90 491 90 581 90 671 90 761 90 851

10 土 地 開 発 基 金 0 0 0 0 0

1,720 1,619 4,993 500 21 5,472 525 507 5,490 503 823 5,170 508 918 4,760合 計

（単位：百万円）

№ 基　　金　　名
平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 平成３７年度
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⑶ 主要３基金（財政調整基金、庁舎建設基金、環境基金）の見込み 

  
 

 

  

 

 

  



19 

⑷ 年度別起債元利償還額及び現債高 
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６ 今後の財政運営の基本的な考え方 

  今後の財政運営を適切に行っていくためには、事業の見直しやその事業の効果等も含

めて検討し、次のことに留意しながら予算編成及び予算執行を行う必要があります。 

⑴ 歳入の確保 

ア 市税等の収納対策の強化 

    歳入の約６割を占める市税については、引き続き徴収率の向上に努めます。 

イ 使用料・手数料等の適正化 

    受益者負担の原則から使用料や手数料等の見直しを検討していきます。 

ウ 新たな財源の確保 

    広告料収入やネーミングライツの拡大を図るなど、新たな財源の確保に努めます。 

エ 市有財産の有効活用 

    市の貴重な経営資源と捉え、建物・土地等の有効活用について検討していきます。

また、土地の売却等に当たっては市民共有の財産の処分という側面やまちづくりの

視点での活用など、総合的な観点で最も公共の福祉に資する売却の手法等について

検討します。 

⑵ 歳出の抑制 

  ア 行財政改革の推進 

    これまで本市が取り組んできた行財政改革大綱の成果を踏まえ、今後の改革の指

針となる「小金井市行財政改革プラン２０２０」に基づき、新たな一歩を踏み出し

ます。 

  イ 公債費の抑制 

    今後も引き続き、公債費の抑制に努めます。 

⑶ 公共施設マネジメントの推進 

公共施設等の維持管理・更新等に当たっては、その一部の費用に国の補助金の活用

を図ることや、世代間の負担公平、財政負担の平準化の観点から地方債を活用し、市

の負担軽減を図っています。 

建築系公共施設及び土木系公共施設の将来更新費用の推計によると、今後３５年間

で１，４９７億円、年平均額にして約４３億円が必要と見込んでいます。直近５年間

（平成２２年度から平成２６年度まで）の公共施設等に係る工事請負費の年平均額は

約１５億円、約２．９倍の更新費用が必要と見込んでいるため、更なる創意工夫が求

められるところです。 

本市の公共施設等総合管理計画においては、施設類型ごとの基本的な方針を定める

予定であり、今後、この基本的な方針等に基づき、本市における公共施設の最適な配

置を目指してまいります。 

また、市全体の公共施設の維持保全に係る考え方（優先順位の考え方、対策の内容

や実施時期等）を整え、市財政に過度な負担が生じることがないようにしていきます。 

投資的経費の多くは公共施設等の整備事業費であり、財政運営において公共施設マ

ネジメントの浸透及び推進は欠かせません。したがって、今後は次の３つの「改革」

の視点を持って公共施設マネジメントの推進を図ります。 

ア 組織改革 公共施設等が抱える問題・課題に的確に対応できる「組織改革」を推 
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 進 

現在の公共施設等において、安心・安全な施設環境を確保するために必要な経費

の把握に努めるとともに、統一的な点検診断や要修繕箇所の洗い出しと精査の実施

に向けた組織体制を充実させます。また、公共施設等を市の貴重な経営資源と捉え、

遊休スペースの利活用や公有財産（建物・土地）の有効活用を図るため、公共施設

マネジメント意識の共有に向けた「組織改革」を推進します。 

イ 量の改革 将来の人口動向に合わせた公共施設の「量の改革」を推進 

本市の人口については全体では転入超過となっており、人口減少に歯止めがかか

っているなど、今日まで増加傾向にあります。小金井市人口ビジョンにおいても市

の総人口は今後しばらく増加傾向にあり、平成３７年にピークを迎える見込みです。

ピーク時を見据えながらも今後の総人口減少や少子高齢化等によるサービス需要の

変化に的確に対応するための最適な施設ボリュームの検討等、公共施設の「量の改

革」を推進します。 

ウ 質の改革 市民サービスを向上させるための公共施設の「質の改革」の推進 

公共施設等が適切に機能し、市民から一定の評価を得るため、ハードウェア面の

みならず、施設の機能やサービス、人材などのソフトウェア面も重要であることか

ら、公民連携等による様々な創意工夫、時代の要請や市民ニーズに応じた「質の改

革」を推進します。 

 

７ 多摩２６市における財政計画の策定状況 

  多摩２６市における財政計画の策定状況は次のとおりです。 
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８ 財政用語 

 ⑴ 一般会計と特別会計等 

   地方公共団体の会計は単一のものが原則ですが、地方公共団体の事務は複雑多岐に

わたっており、一つの会計ですべてを処理することが困難ですので、市では、一般会

計、特別会計に区分しています。 

 

  ● 一般会計 

    福祉、教育、道路整備、ごみ処理など地方公共団体が基本的にすべき事業のため

の会計です。 

 

  ● 特別会計 

    特定の事業を行うための歳入歳出を一般会計と区分して別に処理する必要がある

場合に設置する会計です。国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、介護保険

特別会計、後期高齢者医療特別会計の４事業です。 

 

  ● 普通会計 

    総務省で定める基準により、各地方自治体の財政状況の把握、地方自治体間の財

政比較等のために用いられる統計上、観念上の会計をいいます（他団体との比較が

同条件下でできることから、決算分析に広く活用されている会計区分です。）。 

 

 ⑵ 歳入 

 

  ● 市税 

    市民の皆様から納めていただく市の税金です。具体的には、市民税、固定資産税、

軽自動車税、市たばこ税及び都市計画税です。 

 

  ● 地方譲与税 

    徴収の利便性などの問題から、いったん国税として徴収された後に市町村に譲与

されるもので、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税があります。いずれも市町村

道の面積や延長を基準として配分し譲与されます。 

    平成１６年度から平成１８年度までの間、国から地方への本格的な税源移譲を行

うまでの措置として、国税である所得税の一部を「所得譲与税」として譲与されて

いました。 

 

  ● 利子割交付金 

    利子課税２０％は所得税（国税）１５％と利子割（都民税）５％として徴収され

ます。利子割の一部が個人都民税の取扱額に基づき按分で都から市町村に交付され

ます。 

 

  ● 配当割交付金 
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    配当課税のうち都税として徴収された一部が個人都民税の取扱額に基づき按分で

都から市町村に交付されます。 

 

  ● 株式等譲渡所得割交付金 

    株式等譲渡所得課税のうち都税として徴収された一部が個人都民税の取扱額に基

づき、按分で都から市町村に交付されます。 

 

  ● 地方消費税交付金 

    消費税の８分の１．７が地方消費税として、都道府県並びに市町村に１／２ずつ

交付されます。交付額は、その市町村の国勢調査の人口や事業所統計の従業者数を

基準に配分されます。 

 

  ● 自動車取得税交付金 

    都に納付された自動車取得税の約７０％が市町村に交付されます。交付額は市町

村道の面積や延長を基準として配分されます。 

 

  ● 地方特例交付金 

    地方特例交付金は平成１１年度に恒久的な減税に伴い住民税の減収の一部を補て

んするために創設され、交付税の交付、不交付を問わず、減収見込額の４分の３相

当額からたばこ税の地方譲与分を除いた額が交付されていました。 

    現在では、減収補てん特例交付金分として住民税の住宅ローン控除減収分を補て

んするために交付されています。 

 

  ● 地方交付税 

市町村によって生じている税収入の格差を是正し、一定の行政水準を保つために

国から交付される交付金をいいます。国税３税（所得税、酒税、法人税）に消費税、

たばこ税を加えた５税が原資となっています。 

    交付税には、市町村が標準的な行政を行うために財源を保障するために交付され

る「普通交付税」と各市町村の特殊事情によって生じた財政需要を補うための「特

別交付税」があります。 

 

  ● 交通安全対策特別交付金 

    市町村が道路交通安全施設の整備を行う経費に充てるため、交通反則金を市町村

の交通事故発生件数等を基準に配分し交付されます。 

 

  ● 分担金及び負担金 

    市町村が一部や特定の者に対し特に利益のある事務事業を行う場合に、その必要

な費用に充てるため、利益を受ける者から徴収するお金を分担金といいます。 

    一方、負担金も一定の事務事業について特別の利害関係がある人から、その事業

に必要な経費を、受益を受ける程度に応じて市が課する金銭的な給付を言い、両者
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はよく似た性格を持っています。 

 

  ● 使用料及び手数料 

    使用料は市町村が所有又は管理している施設を利用する時に市町村に納付される

お金をいいます。納付された使用料はその施設を維持、管理するための経費の財源

となります。 

    手数料は、市町村が特定の人のために行う行政サービスの対価として市町村に納

付されるお金をいいます。納付された手数料はその行政サービスを行うための経費

の財源となります。 

    使用料も手数料も、市町村が徴収するためには法令や条例に定める必要がありま

す。 

 

  ● 国庫支出金・都支出金 

    市町村が行う事務事業に、何らかの必要性に基づいて、国（都）が経費の一部又

は全部として市町村に給付される収入をいいます。また、その性格により負担金、

補助金、委託金に区分されます。 

 

  ● 財産収入 

    市町村が所有する財産等を貸し付けることによって生じる対価や基金の運用利息

等の財産運用収入と市町村の財産を譲渡すること等により生じる財産売払収入があ

ります。 

 

  ● 寄附金 

    市町村に対する金銭の無償譲渡のことをいいます。寄附金の使途を指定しない一

般寄附金と使途を指定した指定寄附金があります。 

 

  ● 繰入金 

    一般会計、特別会計、基金の間において相互に資金運用の方法として、各会計等

の経理する資金を他の会計で受け入れる時の収入をいいます。 

 

● 繰越金 

  前年度の決算で生じた余剰金を次年度の歳入に編入する時の収入をいいます。 

 

● 諸収入 

  一般会計における歳入科目の一つで、特定の歳入のための科目ではなく、他の収

入科目に含まれない収入をまとめた科目の名称で普通預金の利子等様々な収入があ

ります。 

 

● 市債（地方債） 

  道路整備や学校建設など、一時的に多額の費用がかかる事業を実施するために市
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が長期にわたり借入れする資金のことです。道路や公共の建物などは、将来にわた

って利用に供されることから、次世代の方にも費用を負担していただくという意味

で、世代間の公平性という観点からも市債（地方債）を財源とすることができると

されています。  

 

 ⑶ 性質別歳出 

   総務省の普通会計の基準に基づき、歳出経費を性質（人件費、物件費など）によっ

て分類したものです。経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、

投資的経費及びその他の経費に大別することができます。 

 

  ● 義務的経費 

    地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費で、職

員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費か

ら構成されています。 

 

● 人件費 

  議員報酬等手当、委員等報酬、長等特別職給、職員給、共済組合負担金等、退職

金等の経費です。 

 

● 公債費 

  地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要

する経費です。 

 

● 扶助費 

  社会保障制度の一環として生活困窮者、身体障がい者等に対してその生活を維持

するために支出する経費です。 

 

● 物件費 

  物財調達のための一切の経費（賃金、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等）

です。 

 

● 維持補修費 

  地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費です。 

 

● 補助費等 

  補助費等の項目とされる支出事項は、支出の目的・根拠・対象等によって多種多

様で、人件費や維持補修費のように字句だけでは判断しにくいものも含まれます（報

償費、補助金、賠償金、寄附金、補償費等）。 

 

● 積立金 
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  特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金

等に積み立てる経費です。 

 

● 投資及び出資金 

  地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債や地方債を取得する

場合や公益上の必要性等の見地から会社の株式を取得したり、新たに共同して株主

となる場合等に支出する経費です。 

 

● 貸付金 

  地方公共団体が直接あるいは間接に地域住民の福祉増進を図るための現金の貸付

けに要する経費です。 

 

● 繰出金 

  一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費（各会計の赤字

補てんの目的のために支出されるもの等）です。 

 

● 投資的経費 

  道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費

であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されていま

す。 

 

⑷ 基金 

  基金とは条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積

み立て、または定額の資金を運用するために設けられるものです。 

 

 ● 財政調整基金 

財政調整基金とは年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、計画的な財政

運営を行うために、財源に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度

に活用します。また、各年度において決算上剰余金を生じた時は、その全部又は一

部を積み立てることとなっています。不測の事態や将来の大きな事業に備えて、一

定額貯めておかなければなりません。 

 

⑸ 地方債（建設事業債と特例債（赤字債）） 

  建設事業債とは公共施設等（道路や学校など）の将来に残る資産の建設費用に充て

るために発行される地方債を言い、特例債（赤字債）とは一般財源と同様、使途が限

定されておらず、地方財政対策のために発行される地方債をいいます。 

 

  ● 臨時財政対策債 

   臨時財政対策債とは地方の財源不足を補てんするため特例的に認められる地方債

です。 
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   従来はこの財源不足額を補てんするため、国の交付税特別会計で借入れを行い、

交付税として地方に配分されていましたが、国と地方の責任分担の更なる明確化等

のため、平成１３年度から地方自らが直接借り入れる方式に切り替えられ、言わば

普通交付税の振り替わりの性格を持つものとされています。 

 

● 住民税等減税補てん債（減税補てん債） 

  減税補てん債とは国の減税政策により個人住民税の減税が実施された場合、その

減収分を補てんするため特例的に認められる地方債で、言わば市税の振り替わりの

性格を持つものとされています。平成６年度～平成８年度及び平成１０年度～平成

１５年度に発行しています。 

 

● 臨時税収補てん債 

  臨時税収補てん債とは地方消費税の収入が平成９年度において平年度化していな

いことに伴う影響に対処するために発行した地方債です。 

 

 ⑹ 収支 

 

  ● 形式収支 

    地方自治体のその年度の歳入総額から歳出総額を差し引いたもので、年度内に収

入された現金と支出された現金の差額です。 

 

  ● 実質収支 

    形式収支から継続費や繰越明許費に伴って翌年度に繰り越すべき一般財源を控除

して求めます。 

 

  ● 単年度収支 

    当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いて求めます。 

 

  ● 実質単年度収支 

単年度収支に財政調整基金への積立金を加え、取崩額を差し引いたもので、実質

的な決算の状況を捉えようという指標です。 
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